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情報企画課 予定

 １　移住相談窓口 担当部課 担当者名 連絡先

情報企画課 小坂 昌平 0868-36-4126

２　移住専門相談員の有無 名称 氏名 連絡先

４　市町村主催の体験ツアー 【ツアーの概要】

主な業務

３　お試し住宅の有無 整備年度 活用施設 利用単位 R3年度利用件数 うち移住件数

５　移住・定住支援制度

名　　称 目的・対象者・要件等 助成内容等

年間最大150万円

空家対策事業補助金 町内に所在する空家の有効活用を通じて、定住促進による地域の活性化
を図るため、空家の売主、買主に補助金を交付。
〈対象者〉
町内に定住するため、空家（町空家情報バンクに登録されている物件に限
る）を購入する者
空家を売却するため、その空家の家財を整理する空家（町空家情報バンク
に登録されている物件に限る）の所有者

〇空家購入補助金
対象経費の2分の1（限度額1,000,000円）
空き家購入後に定住する世帯人数が3人目
から1人につき200,000円加算。ただし、世帯
人数5人を限度として、5人目は100,000円とす
る。（限度額500,000円）
〇家財整理補助金
対象経費の2分の1（限度額300,000円）

奈義町起業者支援事業
交付金

1.町内で事業を営む個人又は法人が、町内において新たに法人を設立し、
当該設立された法人が事業を開始する場合
2.町内の個人又は法人が、現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、町
内において法人を設立し、新たな事業を開始する場合

事業の用に供する施設の新設又は改修及び
備品購入に要する経費
対象事業経費の1/2（上限100万円）

奈義町農林業振興事業費補
助金

就業奨励金
町内で新たに就農した39歳以下の者

就業奨励金　1人あたり10万円

新築住宅普及促進事業補助
金

町内に住宅を新築し、居住する方に補助金を交付 町内に建築する住宅20万円
町内の施行業者により建築する住宅30万円
建築する住宅に定住する世帯人数が3人目か
ら1人につき200,000円加算。ただし、世帯人
数5人を限度として、5人目は100,000円とす
る。（限度額500,000円）

出産祝い金 出生児の養育者で奈義町に定住している方。ただし町税等に未納がないこ
と

お子様のご誕生１人つき10万円

高等学校等就学支援金 子育て支援の充実を図るため、高等学校の就学に要する学費及び通学費
の一部助成を含めた、就学支援金を支給
奈義町に住所を有する方であって、高等学校等に就学する生徒を養育す
る方に支給

生徒1人に年額24万を3年を限度として支給

対象児童１人につき、月額１.5万円を支給
原則として、毎年５月、９月、１月に、それぞれ
の前々月分までの手当を支給

給食費無償化
医療費の無償化

こども園、義務教育における給食費の無償化
高校生までの医療費無料化

こども園の園内給食、小中学校の給食に係る
費用の無償化
高校生までの医療費無料

移住支援金の支給 東京23区から奈義町へ移住・定住し、かつ、就労等に関する諸条件を満た
す方を対象に移住支援金を支給する。
・岡山県が行う就労のマッチングサイトに掲載する求人に就業した方
・起業支援金の交付を受けた方

一世帯100万円
ただし、単身世帯は60万円

就農

住宅

奈義町育英金貸与制度 勉学意欲がありながら経済的理由により就学が困難な大学生等に対し、育
英金の貸付を行っている
貸与する学生の主たる学資負担者が奈義町内に在住し、学資の支弁が困
難であると認められること

在宅育児支援手当 子育て支援の一環として家庭保育を支援することを目的に手当を支給する
制度
満７カ月児から満４歳（満４歳になった後の最初の３月３１日までの）児童で
保育園等に入園していない児童を養育している方

農業次世代人材投資資金 地域の人・農地プランに位置づけられている原則49歳未満の独立・自立就
農者

子育て

無利子であり、また貸与後に奈義町に一定期
間在住した場合は一部返済が免除される
年額60万円

やすらぎ福祉年金 中学３年生までの子どもを養育しているひとり親の方に交付 月額4,500円（年額54,000円）
第2子以降は、一人ごとに月額2,250円(年額
27,000円)が加算
3月、7月、11月にそれぞれ支給
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